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る
法
人
で
あ
っ
て

山J
J

説
法
人
の
活
動
が
コ
ミ
ユ
{
一
-
J
r

の
札
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，
え
に
資
す
る
か
こ
み
か
を
判
定
す
る
コ
ミ
ユ
一
一
子

f
利
益
子
守
〈
ト

ハいC
内向ロロに門戸に〈戸口一「の
H
1
乃日出

の
土
問
一
↓
浄
十
両
f
、
す
も
の
こ
)
¥
民

査
h
v
H
(
河内
4
2
]
三
三
)
が
認
め
た
い
助
ム
口
仁
己
丹
、
与
の
名
称

〆
「
、
民
同
記
さ
れ
、
配
当
及
び
U
F
的
日
利
子
に
係
y
M

上
uk
提
出
な
と
レ
わ
ゆ

ゴ
問

る
ア
七

y

ノ
ト
・
ロ
ソ
ク
ζ

呼
ば
れ
る
足
産
込
一
万
規
川
が
引
ふ
り
リ
る
ほ
か
、
そ
の
~
い
も
年
次
報
告
舎
の
級
点
や
調
査
挙
の
土
暗
唱
況
を
有
す
る
門
戸
川

査
竹
内
一
一
山
川
背
を
ヨ
け
る
p

一
と
と
を

ご1主= 品

f二

門
戸
，
い
は
す
ム
叫
悦
杭
の
険
忍
仙
笠
に
つ
い
亡
は

、k
の
り
人
の
生
武
門
が
基
本
的
に
営
利
L

川
仙
人
で
あ
る

P

々
と
か
ら

一
ば
議
門
的
に
じ
必
っ
く
国
交
ー
を
泳
き

チ
ャ
ワ
一
ソ
，
法
に
来
つ
く
笠
u
比
ヂ

v
リ
一
ア
ノ
に
対
す
乙
よ
う
な
直
い
伝
的
ー
な
慢
巡

m
Rは
刊
は
げ
ら
れ

一
、
い
丸
公
い
c

山

2
5一
岡
山
主
主
力
】

z
d問
山

ESF
吋
C

一目的
32m}
円
E
2
E
Z
一弘
3日山一一

一2
~

合
引
あ
る
者

E
d
g
-
-
o
g
-
-
2
2
f

で
あ
れ
…
ゴ
ド
の
よ
、
つ
に
刊
附
す
る
か
レ
一
い
つ
説
者
力
、
り
、
山
一
d
l
h
t
へ
の
以
前
動
が
マ

L
二一
7

J

の
刊
判
白
戸
営
J
q
る
か
ど
う
か
を
ギ
一
夜
法
人
的

ι扶
等
基
づ
き
れ
定
λ

ヲ
る
こ
と
と
き
れ
f

一
つ
れ
凶

A
A
t
u市
五
条
)
、
極
め
て
抽
印
私
的

企
uk(
注
に
な
り
一
一
よ
る
が
、
結
県
内
に
は
、
一
の
一
7

7

、
l
ド
よ
り
F

宍
の
は

J

訣
J

弓
悦
)
〈
阪
ま
す
る
0
で
は
と
く
、
祉
会
忌
企
に
出
ら
1

ご

日
記
カ
な
い
浪
)
多
禄
な
古
裁
を
〈
J
h
乃
対
忌
子
υ

得
ゐ
仕
組
み
と
九
%
/
、
ぃ

L
U

ヘ
J
J
J
h
J
九
回
【
一
七
己
三
M
T
Z
(
~
/
どん一一時

u
r
Z
2↓
mR

韓
国
の
社
会
的
企
業

(

〕

江

川

祥

一
九
九
七
九
の
ア
、
〆
ア
通
貨
危
機
以
降
、
新
山
山
ん
持
病
I

川
、
立
政
策
Jr
推
し
進
め
た
峠
凶
で
は
、
所
得
衿
一
主
が
拡
た
ー
、
救
ん
、
円
の
司
説

化
や
陪
い
問
の
制
定
化
が
而
摘
さ
れ
い

hMJ」
を
意
味
す
る

ムr~

が
れ
川
公
開
引
い
な
っ

4
1
1
-
)
7
し
た

「
刈
密
化

間
凶
日
併
比

に
資
す
る
い
施
策
と
し
て
、
変
武
~
仏
政
権

h

の
ひ
っ
?
「
年
十
円
か
ら
社
会
的
所
業
育
成
法
が
施
行
さ
れ
ご
い
る

ι

韓
辺
で
は
、
計
九
五
持

{臥
グ〉
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ヘHぶ
山
ヴ
ポ
は

「
腕
弱
断
層

二
五
帯
の
月
立
均
所
持
ぺ
J

企
門
主
主
リ
ボ
勾
の

ハリ一一
J
?
の
六
、
リ
以
ト
で
あ
る
昔
、
防
λ
?

之官、

高
齢
さ
等
}

い
/
)
呼
ば
れ
る
叫
ん
五
的
弱
者
1
1

ト
対
}
、

司
許
可
持
な
木
会
の
附
庶
民
ぃ
J

て
お
続
叶
謹
な
ほ
町
J
T
提
似
し
伴
ふ
こ
と
、

ゆ
ぶ
収
活
性
が
低
ノ
¥

一
段
企
業
で
は

:γ
供
給
す
る
こ
と
が
凶
嵯
な
刈
h
J
的
サ
ー
ビ
ス
を
低
仙
洛
で
口
、
学
、
す
る
-
ア
こ
を
電
午
、
、
民
民
陪
M
閉

の
改
古
に
寄
与
す
る
、
}
と
や
期
待
し
と
制
度
化
さ
れ

をノ
7
f
H叫

民
丹
生
活
の
慣
を
り
上
む
き
る
こ
と
か
り

ヲザ、ワリ交、

J

6

 

ハノ一

C
年
に
討
会
的
企
業
育
成
法
が
改
正
気
れ
、

いい川川了ノハザ

社
会
的
企
川
太
の

H
J山
じ
つ
い
て
、
山
一
泥
水
の

「
血
判
明
↓
出
一

単
市
や
社
会
サ
l
ど
ス
の

地
域
判
会
へ
の
貝
紋
が
付
け
加
え
ら
れ
た
こ
1
y

二
ー
い
よ
り

え
化
、
凶
域
開
発
時
十

に
加
え

ト
町
、
社
会
の

校
生
え
を
対
誌
と
し
た
公
ハ
m
町
卒
業
を
り
つ

P

」
ー
に
が
可
能
と
な
る
な
ど
、
相
会
批
企
来
の
多
禄
化
が
逆
ん
で
い
る
が
、

¥ 

、ノ

年
末
時
点
じ
は
末
三
六
割
が

へ
の
原
則
提
供
む
と
な
っ
て
レ

山
河
出

4

指
田
川
」
」

一
己
点
諒
制
度
と
税
制
梢
R
F

社
主
的
企
業
合
成
法
に
恭
づ
く
れ
会
的
企
業
は
、
一
昨
弱
陥
川
崎
仁
社
会
的
斗
1

1

ピ
ス
え
は
併
用
々
、
提
供
〕
た
り
、
池
践
社
会
に
民
政

す
る
こ
と
に
よ
打
、
地
域
性
民
の
=
泊
、
U

貨
を
高
め
る
等
の
L

仁
会
的
日
的
を
追
人
J
ν

ふ
た
一
ず
円
、
財
山
一
旦
及
び
サ
1

1

ド
ス
の
生
存
、

日
同
完
写

t\~lgl 公~':1i引の丁場イこに税制

の
骨
来
日
助
一
千
遂
行

1

(
同
村
一
一
九
へ
)

こ
し
い
、
つ
が

l

会
的
人
ド
業
育
式
委
員
会
の
一
帯
一
訟
を
経
て
一
垣
市
労
働
部
長
「
け
の
訟
記
を
す
ri
け

ナ」アし
1

一

と
定
義
さ
礼
、
認
社
説
件
、
ノ
7
J
て
は
、

γ)民
法
!
の
法
人

E

桁
ム
円
高
法
上
の
会
仕
・
ム
ロ
資
総
合
、
ね
引
法

に
よ
り

d
v
さ
れ
れ
法
人
又
は
非
リ
円
列
民
川
団
悼
す
、
大
統
泊
令
で
定
め
る
新
掛
川
形
態
を
右
す
る
こ
y

、
£
有
給
立
寸
険
者
を
庭
崩

L
、

引
泊
予
、
及
び
サ
i
ノ
一
ス
灯
刊
す
仲
又
は
政
完
斗
の

JrpuErお
を
遂
F
h
γ
る
こ
と
、
川
、
弁
一
友
松
織
の
l
L
L
T

一
る
円
内
が
、
「
能
村
山
対
胤
い
↓
陪
弔

又
は
討
会
汁

l
ピ
ス
を
提
供
し
た
り
、

地
域
引
た
に
長
就
一
万
る
て

2
に
t
り
、
地
域
住
民
の
ヨ
活
の
質
を
両
め
る
等
の
社
会
的

H
Jめ
を

L
T
璃
J
9
Q
こ
と
に
あ
る
こ
と
了
人
統
領
有
日
よ
る
具
必
見
判
が
甘
何
年
じ
は
、

軍
用
提
供
出
企
業
の
場
介
、

花
町
叫
町
ペ
凶
の
区
周
比
守
ィ
九
円
〉

ー
ピ
ス
の
マ
ス

u
苔
及
び
労
働
背
守
の
軒
い
己
関
係
者
が
を
加
す
る
か
巳
思
決
定
常
市
在
慌
え
て
い
る
こ
と
、

%
以

J

千」

一
商
法
」 1'11 
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卜
の
ム
古
J

斗
了
九
日
人
民
祁
九
円
の
局
ム
μ
は
、
会
計
可
由
民
別
に
配
分
叶
計
一
な
利
向
山
J
H
ω

止
し
た
助
札
口
は

以
ー
を
朴
会
的
目
的

利
潤
の
一
分
の

の
た
め
い
世
閉
す
7
Q

こ
と
ち
が
塀
ん
記
さ
れ
て
い
る

。
認
証
今
一
元
け
k
J

て
は
、
「
不
公
的
企
業
育
成
法

ゴ
問

L

し
、
人
件
費
、

一
四
条
~
仙
、
私
わ
税
減
免
及
ぺ
{
社
会
保
険
料
の
日
比
均
が
で

連
合
続
安
守
に
係
る
民
政
支
持
の
対
象
う
と
な
る
「

人メv
'"， 

， 
とさ

る

(
ル
E市

一
条
)
。
ま
た
、
政
右
刊
と
じ
て
打
完
的
企
業
会
育
成
崎
支
援
す
る
た
め
、
社
会
F

け
命
J

不
育
成
委
員
会
の
率
一
認
を
内
科
て
在
午

母
に
H
U
ム
以
前
企
vオ
古
成
基
本
さ
れ
同
十
一
策
疋
す
る

F

一と

(
ル
弔
ァ
ー
ハ
ん
仙
石

が
法
正
さ
れ
て
い
る

U

こ
の
よ
、
つ
に
斡
刊
の
M
M
m取
は
、

不
判
投
び
交
付
い
と
ω

異
な
り
、

い
わ
ゆ
る
引
ん
や
刊
命
業
の
七
め
の
符
疋
の
法
人
制
度
を
創
設
す
る
の
で

は
な
く

非
営
札
川
川
休
J
b
A
1

山
心
既
存
の
悩
広
い
沢
一
弘
形
能
川
山
小
か
ら

政
府
が
疋
の
要
件
を
流
た

L
Lた
も
の
を
社
会
的
企
業
と

L
C

認
泣
し
、
山
保
々
な
す
人
殺
は
村
山
田
川
対
象
レ
/
す
る
と
と
も
に
、
欧
的
レ
r

一L
て
積
板
前
ピ
セ
の
合
成
支
援
を
/
れ
ソ
と
い
う
子
法
を
伐
っ
て
い

ω 

れ
は
、
将
一
円
の
川
崎
'
山
口
、
山
川
λ
l
午
前
払
へ
の
汁
山
L
r

い
う
政
策
の
布
火
活
か
ら
、
一
脆
弱
崎
山
山
」
の
川
品
川
拡
太
う
喫
緊
の
一
掃
践
と
な

り
、
本
リ
去
の
よ
h

つ
い
¥
叩
子
誌
で
レ
人
制
度
を
エ
ム
ゴ

y

た
ト
で
、
民
間
+
伴
仁
よ
る
?
「
一
律
的
・
ド
琵
的
な
活
用
合
通
じ
て
社
会
的
企
主

の
荒
田
尻
を
川
内
る
と
い
、
引
い
わ

の
施
設
ふ
選
択

F
る
~
心
地
が
ハ
ノ
な
か
う
た
干
」
〉
が
川
久
件
の
一
ワ
irふ
う
る
子
門
れ
、

政
-
府
が
認

に
・
胎
怪
・
支
援
仁
よ
り
池
山
伊
的
に
関
与
す
る
引
会
的
企
業
准
主
前
こ
い
目
付
け
ら
れ
る

ま
た
、

九
三
五
的
h
y
去
に
対
す
る
具
体
的
な
税
引
袷
匝
に
つ
い

C
は、

訓
告
別
町
特
例
引
市
長
法
治
へ

h
条
の
ハ
に
菜
づ
き
、

f、
¥ノ

H 

じ
ま
で
仁
村
ふ
以
内
信
楽
の
い
お
司
を
-J
け
に
什
亘
法
人
4
J
は

v
J
仙

1

訓
を
そ
け
た
年
か
ら
州
午
同

間
沈
下
業
か
ら
ぺ
J

じ
た
所
近

~手j

る1ふ
。ー法

人

税
え
は

税
:J) 

:!LI 
L 

% 

ひ
っ
九
年
二
一
円
以
計
の
課
税
問
問
に
対
芯
ず
る
ぶ
げ
は
打
、
吃

判
中
」
の
悦
却
が

jF一

2 

U

口
井
原
一
特
同
主
け
ゐ
格
差
問
川
監
へ
の
対
忠
」
一
外
凶
の

υ古
山
」
一
一

L

、
ヨ
一

川J
Y

紋
路
韓
民
仁
お
け
る
社
会
的
立
荒
川
庵
の
系
譜
乙
[
脱
出
向
二
部
日
間
凶
作

年
汁
片
~

ひ
し
一
八
午
)

〈
一
在
六
日
(
一

、ノ
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前
判

五一
U

科
目
手
お
け
る
此
1

4

山
忠
へ
の
対
比
」

判
科
出
ョ
お
け
る
や
人
-
h

円
伝
染
制
民
の
円
以
中
ハ
措
し
」
以
開
」
、
t
川
井

羽。

担
税
特
何
事
町
一
民
年
同
八
ア
わ
え
六
市
行
六
前

四

殺
が
丘
へ
の
不
峻

不
出
、
反
h
F
及
び
科
医
に
お
げ
る
社
会
酌
企
業
に
係
る
取
組
み
か
ら
、
止
仇
カ
匡
と
し
て
ど
の
よ
う
な
不
峻
が
祥
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か

寸
法
政
策
の
何
日
出
か
、
め
は
ま
ず
、
え
が
同
の
手
枚
な
氏
問
八
万
げ
的
対
或
い
は
民
間
点
り
い
凸
利
市
勤

L

古
川
向
山

t
て
い
く
ム
で

ー
ド
ロ

J
E

や

t
H門
人

と
な
、
て
い
る
か
か
照
ら
か
に
す
る
必
長
均
あ
る
収
巨
円
上
う
に
、

朴
公
的
点
W
H
P
H
の
記
用
絞
保
と
し
ら
人
h
L

特
だ
の
喫
緊
の
政
策
誇
庖

へ
の
汁
〔
コ
J

段
か
求
め
、
り
れ
ご
い
ふ
の
か

い
わ
ば
民
間
公
訴
ピ
ジ
ト
ス

本
問
の
ょ
っ

l

叫
に
に
H
ヘ
ム
調
達
の
川
行
場
化
に
記
府
、
〆
た

の
た
め
の
法
人
制
豆
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
の
か
、
点
い
は
、

J

た
同
の
よ
、
つ
に
、
公
民
サ
ー
ビ
ス
提
供
の
あ
じ
方
の
転
換
l

こ
い
よ
J
I八
戸

ご
政
策
的
念
の
交
史
を
市
抗
に

政
治
油
汚
に
ー
リ
っ
た
に
分
間

に
一
一
献
す
る
い
L
]

利
会
社
ベ
ー
ス
の
判
手
ー
な
法
人
制
民
の
構
築

が
Z
要
〆
九
し
れ
て
V

る
の
か
、

我
が
ヨ
の
M
h
H
H
1
4古
川
活
動
分
野
戎
い
は
非
常
利
渋

を
与
奈
の
、

こ
れ
ら
の
寸
例
も
参
主
に
し
つ
つ
、

t\~lgl 公~':1i引の丁場イこに税制

数
人
汀
昨
い
お
い
亡
、
と
の
よ
う
な
ウ
目
的
山
市
や
課
題
が
あ
る
の
か
を
九
詰
め
る

p

」
が
市
山
十
三
よ
め
る
一

」
の
パ
に
つ
い
て
の
介
-
な

うf
析

寸
作
一
の

て
i
M
ら
か
の
司
度
化
を
河
一

J

一
ご
も

川
叶
律
的
・
リ
会
内
川

d

な
社
会
的
企
菜
括
討
や
広
P
¥
U
K

山
川
、
前
寸
前
訪

の
発
展
を
期
待
す
る
こ
こ
は
凶
転
ご
あ
る

仮

γ
引人-一山崎
h
t
w
u
ポの
h
J

め
の
新
た
な
法
ヘ
刻
一
皮
の
存
人
が
望
ま
し
い

L
る
羽
田
ι
九
h

に
は

z、
の
一
で

民
存
円
相
川
連
法
人
引

度
と
の
撃
九
位
を
際
保
1
た
形
で
、
社
会
前
川
世
主
干
課
題
に
対
応
し
た
市
伎
設
ム
町
古
川
叶
能
か
具
体
的
に
粉
可
け
す
る
必
要
が
あ
る

U

社
会
的
未
来
は
、
草

h

本
的
に
い
わ
ゆ
る
ピ
ジ
、
不
ス
ペ
ー
ス
の
問
慌
で
公
益
前
半
世
末
や
一
心
う
も
の
ぺ
し
め
る
た
め
、

そ
の
悼
の
け
人
が
存

ノ
円
す
る
と
オ
れ
ば

、
低
以
前
ぜ
あ
f

J

d

マ

似
仁
U
い
人
の
川
町
立
…
岸
川
uhν
↑
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一
た
の
制
限
が
あ
っ
た

ζ
L
ょ
。
、

出
資

E

川
町
川
者
に
だ
す
心
配
当
与
や
残
へ
忽
叫
出
産
の
げ
配
が
可
持
で
あ
る
こ
と
が
古
川
松
山
と
さ
え
ム
れ

る
ご
の
た
め
、
仮
に
半
一
浪
花
会
的
企
業
法
人
の
L

亭
索
活
熟
一
い

必
の
公
註
性
日
J

認
め
ら
れ
た
と
し
と
も
、
類
似
の
戸
山
菜
子
行
う
池
町
一

ゴ
問

ぺU
利
法
人
と
の
p

r

較

に

お

い

¥

そ
れ
に
伴
ワ
絞
済
的
利
，
h
が
私
的

ぞ
の
法
人
所
得
に
係
る
税
制

i
の

い
を
優
巡
す
る
こ
/
一
は

に
分
配
さ
れ
ず
公
長
崎
争
業
活
討
に
使
わ
れ
る
と
い
う
司
民

i
の

い
以
上
、
約
税
者
の
理
解
会
得
フ
ヲ
)
と
は
較

L
い
と
考

子
り
れ
い
ゐ
巳
は
府
の
認
一
ι叫
に
咋
一
い
よ

T
3
5
2を
詩
じ
る
兵
問
刊
の
釈
を
川
刊
と
す
れ
は
、

己
利
円
前
の
法
人
刊
行
会
的
誌
と
し
て
い
る
未
刊
の

「
ω内
芯
平
成
~
E
の

2mA
の
似
を
見
て
も
、

法
人
向
体
に
は
特
別
の
税
制
使
川
沼
山
置
は
比
一
じ
、
い

2

れ
ぐ
れ
な
い
G

ヨ
〉
)
ノ
一

j
t
i
l
 

ト
ト
汁
町
三
ょ
、

1ff「
}

句

人千ノ
T
小

巨

山

門
ω

A

1

2

(

低
営
利
古
川
以
責
任
会
打
¥
、

ぷ
外
国
に
お
け
る
社
会
的
企
業
に
院
v
E
4
る
法
人
制
度
;

1
て、

閃
の

c
h
(
1
ミ
L

二
T

f

M

刊
前
会
社
〉
、
必
韓
同
の
社
会
的
h
h

業
の
J

一
事
川
刊
を
採
り

i
げ、

そ
の

μ
人
間
境
問
寸
ト
y-

伝
人
税
制
上
の
伯
恒

い
つ
い
て
税
制
川
二
我
が
固
に
お
い
て
、
ノ
ザ
品
川
、
似
に
鉱
仰
の

の
品
川
よ
H
h

つ
い
一
工
、
ム
ア

る
場
合

ヘ
む
制
上
の
捨
」
置
や
含
め
て
般
討
7

f

c

社
ム
的
〈
「
系
の
た
め
の

J
、
人
別
佼
の
枠
組
与
に
つ
い
こ
は
、

事
例

y
し
て
採
り
卜
げ
た
一
二
カ
寸
だ
け
を
は
兄
て
も
、

各
寸
引
氏
叫
八
九

益
・
非
日
刊
活
動
の
歴
史
河
川
竹
弘
之
、
社
会
的
・
明
度
内
ι
円i
H
A

に
よ
り

相
当
の
一
仰
が
に
~
ら
れ
る
、

ぷ
コ
山
討
会
的
企
業
法
人
に
対

jj 

す
る
正
人
司
税
に
コ
い
と
は

政
刊
の
訟
苛
に
作
い
税
刈
J
L
A

〈r
H
む
支
援
省
出
会
一
議
に
ゐ
布
田
の
例
を
沿
え
L

営
利
目
的
乃

提
と
し
て
い
る
て
と
等
や
踏
ま
え
亡
、
が
寸
械
の
税
制
ほ
出
現
川
者
は
“
市
じ
ら
れ

c
い
な
い

U

誌
が

E
?
、

先
に
述
べ
た
上
、
つ
に
、
民
間
公
益
活
説
分
野
或
い
は

J、
「

1えと

治
仰
の
法
人
制
一
慶
子
一
枚
芯
す
る
ヲ
)
と
し
〈
な
る
海
ん
!
に
は
、

民
間
止
J
凶
作
市
動
分
野
で
生
じ
て
い
る
白
法
事
長
と
し
て
の
政
策
の
諜
思
と
対
泌
誌
を
れ
誌
に
円
山
極
め
る
こ
と
が
私
的
て
革
製
て
あ

''rJiJ、iL主 F.;-li<:>-9B) ;-)日〆201:L7 I 

ハ
リ
叩
芙



る
r

ま
た
、

対主

こ
い
[
、
一
一

b
f
し

E

法
人
制
史
の
散
乱
に
際
し
て
は
、
す
次
政
策
ー
の
閉
山
工
、
か
ら
は
、

Jγ
八
、
拭
日
の
は
与

(
l
同
い
は
取
日
)

ず
る
法
律
効
史
の
ろ
い
勺

い
わ
ゆ
る
名
称
泊
M
I
r
-
M

寸
の
他
に
、
税
制
!
の
取
扱
い
い
m
J
F
一
市
立
な
ん
叩
点
と
な
り
伴
y
G
L
、
完
際
の
法
人
主
営
上

に
Jも
十
八
き
な
川
，
w期門会一旦
J
X
川市るつ

一
の
た
め
、
法
人
の
純
度
ぷ
計
は
、
そ
の
税
叫
ト
の
取
扱
い
〆
引
せ
て
検
討
さ
れ
る
こ
と
が
平
ま
し

しゐ

い
ず
れ
に
せ
よ
、
担
之
内
企
業
の
が
勤
を
含
む
民
間
欠
抗
日
誌
や
民
間
訓
竹
内
f
士
郊
の
霞
人
工
な
発
広
の
た
め
い
は
、
そ
の
日
前
什
J

拐
を

相
、
つ
悟
ー
へ
や
良
川
事
業
体
の
何
人
元
斗
e

利
休
社
会
両
サ

E
し、

Jω

設
の
村
山
皮
4
椛
川
本

C
F
る
お
町
て
制
皮
設
一
刊
を
ノ
し
っ
こ
し
〈
が
ず
車
い
t
h
考

、又
h

り仇川、

新
た
な
兆
円
引
が
必
要
と
九
%
九
州
ぬ
ん
i

に
は
、

こ
う
l
た
制
点
を
踏
ま
ヲ
ん
た
遅
刻
な
恥
刻
み
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

※
本
ね
は
、
同
日
円
》
印
科
研
究
日
日

5
8
0品
の
助
成

μ
よ
る
ほ
呆
の
祁
で
あ
yd
一

t\~lgl 公~':1i引の丁場イこに税制
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